
2023 年 2月号9 2023 年 2月号 8

住
民
税
（
町
県
民
税
）
申
告
・
確
定
申
告
相
談
に
つ
い
て

今
庄
・
河
野
事
務
所
の
申
告
相
談
期
間
変
更
の
お
知
ら
せ

　

今
回
の
申
告
（
令
和
４
年
分
）
よ
り
今
庄
・
河
野
事
務
所
で
の
申
告
相
談
期
間
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
。

【
南
越
前
町
役
場
】　

２
月
16
日
（
木
）
〜
３
月
15
日
（
水
）
※
平
日
の
み

【
今

庄

事

務

所
】　

２
月
16
日
（
木
）
〜
３
月
15
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　

期
間
中
の
月
曜
日
と
木
曜
日
の
み

【
河

野

事

務

所
】　

２
月
16
日
（
木
）
〜
３
月
15
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　

期
間
中
の
火
曜
日
と
金
曜
日
の
み

　

受
付
時
間
は
３
カ
所
と
も
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
４
時
と
な
り
ま
す
。

　

相
談
内
容
は
住
民
税
（
町
県
民
税
）
申
告
お
よ
び
確
定
申
告
と
な
り
ま
す
。

次
の
申
告
は
、
武
生
税
務
署
で
お
願
い
し
ま
す
。

▪
青
色
申
告 

▪
土
地
や
建
物
、
株
な
ど
の
譲
渡
所
得

▪
株
の
売
買
、
先
物
取
引
、
仮
想
通
貨
の
申
告 

▪
１
年
目
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

▪
令
和
３
年
分
以
前
の
確
定
申
告 

▪
亡
く
な
っ
た
方
の
確
定
申
告

※ 

そ
の
他
、
申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
武
生
税
務
署
で
の
申
告
を
お
願
い
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
武
生
税
務
署
】
（
越
前
市
中
央
１
丁
目
６

－

12
）　

※
平
日
の
み

　

２
月
16
日
（
木
）
〜
３
月
15
日
（
水
）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

　

申
告
相
談
は
午
前
９
時
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　

入
場
整
理
券
が
な
く
な
り
次
第
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

□  

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
届
い
て
い
る
方
は
そ
の
通
知
（
ハ
ガ
キ
ま

た
は
通
知
書
）

□  

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
者
識
別
番
号
が
分
か
る
書
類
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

□  

給
与
や
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
、
報
酬
な
ど
の
支
払
報
告
書

□  

営
業
や
農
業
、
不
動
産
の
収
支
内
訳
書
な
ど
所
得
計
算
に
必
要
な
も
の

□  

社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書
、
国
民
年

金
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど

□  

医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
）

 

※ 

受
診
し
た
人
お
よ
び
医
療
機
関
ご
と
に
分
け
て
、
事
前
に
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。

□  

寄
附
金
の
領
収
書
ま
た
は
受
領
書
（
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
方
）

 

・ 

ふ
る
さ
と
納
税
で
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
」
を
申
請
さ
れ
た
方
も
、
申

告
を
す
る
場
合
は
添
付
が
必
要
で
す
。

□  

申
告
者
本
人
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号
な
ど
が
分
か
る
も
の
（
所
得
税

の
還
付
申
告
を
す
る
方
）

□  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
（
申
告
者
本
人
お
よ
び

扶
養
親
族
、
事
業
専
従
者
）

 

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
↓
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

 

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
（
左
記
２
点
が
必
要
）

 

　

↓ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
「
通
知
カ
ー
ド
」
＋
運
転
免
許
証
や
保
険
証
等
の

本
人
確
認
書
類

※ 

営
業
や
農
業
、
不
動
産
等
の
収
支
内
訳
書
（
収
入
と
経
費
が
集
計
さ
れ
た

書
類
）
や
医
療
費
控
除
の
明
細
書
が
未
集
計
の
場
合
、
申
告
受
付
を
お
断

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

代
行
作
成
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
事
前
に
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
雑
損
控
除
と
は

　

 

災
害
等
に
よ
り
資
産
に
損
害
を
受
け
た
と
き
、

そ
の
損
失
額
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
金
額
を
所

得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
所
得
控

除
の
ひ
と
つ
で
す
。
確
定
申
告
す
る
こ
と
で
所

得
税
お
よ
び
個
人
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
資
産

　

 

生
活
に
通
常
必
要
な
資
産
（
住
宅
、
家
具
、
30
万

円
以
下
の
貴
金
属
、
自
動
車 

等
）

　

 

ま
た
、
右
記
資
産
の
所
有
者
が
次
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

・
納
税
者
本
人

　

・ 

納
税
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
そ
の

他
の
親
族
で
、
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が

48
万
円
以
下
の
者

●
雑
損
控
除
額
の
計
算
方
法

　

 

次
の
う
ち
ど
ち
ら
か
多
い
方
の
金
額
が
雑
損
控

除
額
と
な
り
ま
す
。

　

①
（
差
引
損
失
額
）

－（
総
所
得
金
額
等
）
×
10
％

　

② （
差
引
損
失
額
の
う
ち
災
害
関
連
支
出
の
金

額
）

－

５
万
円

　

※ 「
差
引
損
失
額
」
と
は
、
損
害
金
額
か
ら
保
険

金
等
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
金
額
を
差
し
引

い
た
後
の
金
額
で
す
。

申
告
相
談
案
内

申
告
に
必
要
な
書
類

雑
損
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
（
大
雨
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
へ
）

申
告
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

　

申
告
が
必
要
か
ど
う
か
、
確
定
申
告
か
住
民
税
申
告
か
を
簡
易
的
に
判
断
で
き
ま
す
。

※ 

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
関
わ
ら
ず
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

令
和
４
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

収入なしまたは

非課税収入のみ

（遺族・障害年金、

失業給付金等）

主に給与収入

・営業、農業

・不動産

・雑

・一時

・利子、配当

・譲渡

主に年金収入

▪町内在住の親族の税上の扶養になっている

▪誰の扶養にもなっていない

▪町外在住の親族の税上の扶養になっている

▪年金収入のみで申告する控除がない

▪年金以外の所得 (20 万円以下）がある

▪年金収入が 400 万円を超えている

▪年金以外の所得が 20 万円を超える

▪年末調整済の給与 (１カ所）のみ

▪給与以外の所得 (20 万円以下）がある

▪給与収入が 2,000 万円を超えている

▪医療費控除などの控除を追加、変更する

▪2 カ所以上からの給与がある

▪給与以外の所得が 20 万円を超える

▪所得金額より控除金額の方が多い

  （所得税が課税されない）

▪所得金額より控除金額の方が少ない

  （所得税が課税される）

申告不要

住民税申告

申告不要

住民税申告

住民税申告

確定申告

確定申告

申告不要

住民税申告

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

住民税申告

確定申告

　

※ 「
災
害
関
連
支
出
の
金
額
」
と
は
、
災
害
に
よ

り
滅
失
し
た
住
宅
や
家
財
な
ど
の
取
壊
し
、

除
去
、
原
状
回
復
費
用
な
ど
災
害
に
関
連
し

た
や
む
を
得
な
い
費
用
の
こ
と
で
す
。

●
申
告
場
所

　

武
生
税
務
署
ま
た
は
南
越
前
町
役
場

●
必
要
書
類

  
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
得
価
格
や
取
得
年
月

日
が
分
か
る
書
類

  
災
害
関
連
支
出
（
被
災
資
産
の
修
復
費
用
等
）
の

領
収
書

  
罹
災
（
被
災
）
証
明
書
の
写
し

  
保
険
金
（
補
助
金
）
等
の
補
填
金
額
が
分
か
る
書

類
（
保
険
金
等
が
支
給
さ
れ
た
場
合
の
み
）

  
そ
の
他
、
申
告
に
必
要
な
書
類

※ 

必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合
、
申
告
の
受

付
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

武
生
税
務
署　

℡
０
７
７
８

－

22

－

０
８
９
０

　

町
民
税
務
課　

℡
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
４

　

今
庄
事
務
所　

☎
０
７
７
８

－

45

－

１
１
１
１

　

河
野
事
務
所　

☎
０
７
７
８

－

48

－

２
１
１
１


